
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
宮
城
県
議
会
定
例
会
の
招
集 

（
財　

政　

課
）　

　

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
（
二
件
） 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更 

（
森
林
整
備
課
）　

　

二

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

（
防
災
砂
防
課
）　

　

二

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

三

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
水
産
業
振
興
課
）　

　

三

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

四

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告
（
二
件
） 

（
警
察
本
部
会
計
課
）　

　

四

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
数 

八

〇
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
直
接
請
求
に
要
す
る
選

　

挙
権
を
有
す
る
者
の
数 

八

 
監
査
委
員

〇
定
期
監
査
の
結
果
の
公
表 

八

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号

　

平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日
、
宮
城
県
議
会
定
例
会
を
仙
台
市
に
招
集
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
九
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

利
府
の
杜

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

伊�
　

洋
子

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
新
前
谷
地
五
十
七
番
地
一

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
精
神
・
知
的
な
ど
の
障
害
者
（
児
）、
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
相

談
援
助
及
び
日
常
生
活
上
の
支
援
や
就
労
支
援
な
ど
に
関
す
る
事
業
を
行
う
と
共

に
、
精
神
・
知
的
な
ど
の
障
害
者
（
児
）
が
自
分
ら
し
く
豊
か
に
生
活
で
き
る
地

域
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
、
障
害
者
（
児
）
福
祉
の
向
上
と
障
害
者
（
児
）
の

自
立
に
寄
与
す
る
こ
と
に
努
力
し
、
障
害
者
問
題
に
対
す
る
社
会
的
理
解
を
促
進

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

Ｍ．

Ｍ．

Ｍ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

白
木　

寛
一

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

伊
具
郡
丸
森
町
字
町
東
六
十
九
番
地

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
中
心
市
街
地
に
お
い
て
、
町
内
の
活
性
化
を
図
り
、
ま
ち
づ
く
り

の
推
進
や
、
学
術
・
文
化
・
芸
術
等
の
振
興
を
図
り
、
情
報
化
社
会
の
発
展
と
経

済
活
動
の
活
性
化
を
進
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
一
号

（1）　 平成22年９月10日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2189号　　 
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

創
る
村

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

飴
屋　

善
敏

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

東
松
島
市
新
東
名
四
丁
目
六
番
地
の
一

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
年
齢
層
の
人
に
対
し
て
、
芸
術
に
基
づ
く
教
育
、
福
祉
、

ま
ち
づ
く
り
な
ど
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
教
育
基
本
法
前
文
に
あ
る
「
人
類
の

平
和
と
福
祉
の
貢
献
」
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
二
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
三
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

栗
原
市
鶯
沢
南
郷
野
山
二
三
の
一
・
二
三
の
二
三
・
二
三
の
二
四
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

火
災
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
�
　

主
伐
に
係
る
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

　
　
�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
五
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

第2189号　平成22年９月10日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

変
更
前

変
更
後

事　
業　
所　
番　
号

〇
四
一
五
一
〇
〇
七
七
五

〇
四
一
五
五
〇
〇
七
五
〇

設　
置　
者　
名

株
式
会
社
豆
の
花
介

護
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
マ
ザ
ー
ズ

あ
り
す
サ
ポ
ー
ト

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
豆
の
花
介
護
サ
ー

ビ
ス
仙
台
市
青
葉
区
鷺
ヶ
森
一
丁

目
一
番
十
二
号

株
式
会
社
マ
ザ
ー
ズ
あ
り
す

サ
ポ
ー
ト

仙
台
市
泉
区
南
光
台
四
丁
目

五
番
二
号

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年

八
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
二
四
〇
〇
一
三
七

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

よ
っ
ち
ゃ
ん
ち

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
上

郡
字
上
二
〇
一
番
地

施
設
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ

ス

設
置
者
名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
幸
創

指
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年

九
月
一
日

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項

縦　
覧　
場　
所



 

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
指
定
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
六
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
指
定
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。） 

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量　

Ａ
重
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
一
種
二
号
）　

七
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

（3）　 平成22年９月10日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2189号　　 

馬
場
沢

中
在
家
沢
１

中
在
家
沢
２

越
河
入
沢
１

越
河
入
沢
２

平
中
妻
沢

沢
の
内
沢

沢
ノ
内
川

沢
ノ
内
川

沢
ノ
内
川

内
の
沢

宮
ノ
脇
沢

久
根
妻
沢

打
越
前
沢

越
河
東
沢

南
台
沢

小
野
作
沢

古
屋
敷
沢

中
在
家

中
在
家

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

白
石
市
越
河
平
字
平
合
、
同
市
越
河
平
字
下

谷
地
（
次
の
図
の
と
お
り
）

白
石
市
越
河
平
字
高
平
、
同
市
越
河
平
字
舟

清
水
（
次
の
図
の
と
お
り
）

白
石
市
越
河
平
字
高
平
、
同
市
越
河
平
字
舟

清
水
（
次
の
図
の
と
お
り
）

白
石
市
越
河
平
字
舟
清
水
（
次
の
図
の
と
お

り
）

白
石
市
越
河
平
字
舟
清
水
（
次
の
図
の
と
お

り
）

白
石
市
越
河
平
字
中
妻（
次
の
図
の
と
お
り
）

白
石
市
越
河
平
字
宮
ノ
脇
、
同
市
越
河
平
字

下
金
草
（
次
の
図
の
と
お
り
）

白
石
市
越
河
平
字
下
金
草
（
次
の
図
の
と
お

り
）

白
石
市
越
河
平
字
下
金
草
（
次
の
図
の
と
お

り
）

白
石
市
越
河
平
字
藤
内
畑
（
次
の
図
の
と
お

り
）

白
石
市
越
河
平
字
明
神
前
、
同
市
越
河
平
字

小
屋
舘
（
次
の
図
の
と
お
り
）

白
石
市
越
河
平
字
明
神
前
（
次
の
図
の
と
お

り
）

白
石
市
越
河
平
字
小
屋
舘
（
次
の
図
の
と
お

り
）

白
石
市
越
河
平
字
西
（
次
の
図
の
と
お
り
）

白
石
市
越
河
字
東
入
山（
次
の
図
の
と
お
り
）

白
石
市
越
河
五
賀
字
太
郎
坊
（
次
の
図
の
と

お
り
）

白
石
市
越
河
五
賀
字
小
野
作
（
次
の
図
の
と

お
り
）

白
石
市
越
河
五
賀
字
鳥
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

白
石
市
越
河
平
字
中
在
家
（
次
の
図
の
と
お

り
）

白
石
市
越
河
平
字
高
平
、
同
市
越
河
平
字
中

在
家
（
次
の
図
の
と
お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
大
河
原
土
木

事
務
所

中
在
家

中
在
家

東宮
下
の
１

中
妻

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

白
石
市
越
河
平
字
中
在
家
、
同
市
越
河
平
字

舘
山
（
次
の
図
の
と
お
り
）

白
石
市
越
河
平
字
中
在
家
、
同
市
越
河
平
字

舘
山
（
次
の
図
の
と
お
り
）

白
石
市
越
河
字
桜
岡
山
、
同
市
越
河
字
東
後

山
、
同
市
越
河
字
東
（
次
の
図
の
と
お
り
）

白
石
市
越
河
五
賀
字
宮
下
（
次
の
図
の
と
お

り
）

白
石
市
越
河
平
字
舟
清
水
、
同
市
越
河
平
字

中
妻
（
次
の
図
の
と
お
り
）

区
域
の
名
称

沢
ノ
内
川

越
河

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

土
石
流

地
す
べ
り

区　

域　

の　

所　

在　

地

白
石
市
越
河
平
字
藤
内
畑
（
次
の
図
の
と
お

り
）

白
石
市
越
河
（
次
の
図
の
と
お
り
）

縦　

覧　

場　

所

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
大
河
原
土
木
事
務
所



二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地　

農
林
水
産
部
水
産
業
振
興
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町

三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

株
式
会
社
辰
巳
商
会　

塩
釜
市
港
町
一
丁
目
六
番
七
号

五　

落
札
金
額　

四
百
九
十
一
万
四
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
二
年
七
月
十
三
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

宮
城
県
警
察
Ｗ
Ａ
Ｎ
デ
ー
タ
回
線
サ
ー
ビ
ス�
　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日
か
ら
長
期
継
続
契
約
（
最
短
契
約
期
間
五
年
間
）

　

４　

履
行
場
所　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
情
報
管
理
課
ほ
か
二
百
三
十
か
所

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
事
項

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

５　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

６　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

７　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
、
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支

店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及

び
理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と

い
う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
、
又
は
暴
力

団
員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り
を
持

つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」
と
い

う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

第2189号　平成22年９月10日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
箱
塚
一
丁
目
九
十
七
番
、
百
七
十
六
番
八
、
百

七
番
二
、
三
百
七
十
六
番
二
、
三
百
九
十
番
及
び
三
百
九

十
一
番

　

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一
番
二
号

 

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン　
　
　
　
　



下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

８　

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る

こ
と
。

９　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番

一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
四
日
（
金
）、
午
後
五
時
ま
で
に
提

出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
四
一
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課
調
度
係
（
電
話
番
号
〇
二
二－

二
二
一－
七
一
七
一
、
内
線
二
二
三
二
）

　

２　

入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
限

　
　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
四
日
（
金
）、
午
後
五
時
ま
で
。

　

３ 　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
十
月
七
日
（
木
）
ま
で
に
必

要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
ま
で
の
間
に
お

い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４　

入
札
書
の
提
出
期
限

�
　

日
時　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
九
日
（
火
）、
午
後
五
時
ま
で

�
　

場
所　

１
に
同
じ

�
　

郵
送
に
よ
り
入
札
書
の
提
出
を
希
望
す
る
場
合
は
、
二
重
封
筒
と
し
、
表
封
筒
に
「
入
札
書
在
中
」
の
旨
を

朱
書
き
し
、
中
封
筒
に
「
入
札
者
の
法
人
名
等
」、「
入
札
に
係
る
調
達
案
件
の
名
称
」
及
び
「
開
札
日
」
を
記

載
し
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り�
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
こ
と
。

　

た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
５
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

�
　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
到
達
し
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

５　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
日
（
水
）、
午
前
十
時

　
　
�
　

場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
警
察
本
部
庁
舎
三
階
三
〇
二
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者
及
び
三
の
３
に
お
け
る
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
平

成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則（
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
十
九
号
）

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
。

４　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
者
に

求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
、
最
短
契
約
期
間
五
年
間
の
経
費
総
額
と
す
る
こ
と
。

ま
た
、
落
札
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
の
額（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下
同
じ
。）

を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業
者
で
あ
る
か
免
税
業
者
で

あ
る
か
を
問
わ
ず
、見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

６　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

８　

こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
長
期
継
続
契
約
対
象
業

務
と
し
て
複
数
年
度
に
渡
る
履
行
期
間
の
契
約
締
結
を
行
う
。
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
に
つ
い
て
翌
年
度
以

降
の
歳
出
予
算
が
不
成
立
と
な
っ
た
時
は
、
契
約
書
の
定
め
に
よ
り
契
約
を
解
除
す
る
。

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

S
um
m
ar
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〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

宮
城
県
警
察
Ｗ
Ａ
Ｎ
デ
ー
タ
回
線
サ
ー
ビ
ス�
　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日
か
ら
長
期
継
続
契
約
（
最
短
契
約
期
間
五
年
間
）

　

４　

履
行
場
所　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
情
報
管
理
課
ほ
か
十
七
か
所

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
事
項

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

５　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

６　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

７　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
、
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支

店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及

び
理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と

い
う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
、
又
は
暴
力

団
員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り
を
持

つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」
と
い

う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

８　

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
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こ
と
。

９　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番

一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
四
日
（
金
）、
午
後
五
時
ま
で
に
提

出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
四
一
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課
調
度
係
（
電
話
番
号
〇
二
二－

二
二
一－

七
一
七
一
、
内
線
二
二
三
二
）

　

２　

入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
限

　
　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
四
日
（
金
）、
午
後
五
時
ま
で
。

　

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
十
月
七
日
（
木
）
ま
で
に
必

要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
ま
で
の
間
に
お

い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４　

入
札
書
の
提
出
期
限

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
二
年
十
月
十
九
日
（
火
）、
午
後
五
時
ま
で

　
　
�
　

場
所　

１
に
同
じ

�
　

郵
送
に
よ
り
入
札
書
の
提
出
を
希
望
す
る
場
合
は
、
二
重
封
筒
と
し
、
表
封
筒
に
「
入
札
書
在
中
」
の
旨
を

朱
書
き
し
、
中
封
筒
に
「
入
札
者
の
法
人
名
等
」、「
入
札
に
係
る
調
達
案
件
の
名
称
」
及
び
「
開
札
日
」
を
記

載
し
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り�
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
こ
と
。

　

た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
５
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
到
達
し
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

５　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
日
（
水
）、
午
前
十
時
三
十
分

　
　
�
　

場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
警
察
本
部
庁
舎
三
階
三
〇
二
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者
及
び
三
の
３
に
お
け
る
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
平

成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則（
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
十
九
号
）

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
。

４　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
者
に

求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
、
最
短
契
約
期
間
五
年
間
の
経
費
総
額
と
す
る
こ
と
。

ま
た
、
落
札
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
の
額（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下
同
じ
。）

を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業
者
で
あ
る
か
免
税
業
者
で

あ
る
か
を
問
わ
ず
、見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

６　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

８　

こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
長
期
継
続
契
約
対
象
業

務
と
し
て
複
数
年
度
に
渡
る
履
行
期
間
の
契
約
締
結
を
行
う
。
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
に
つ
い
て
翌
年
度
以

降
の
歳
出
予
算
が
不
成
立
と
な
っ
た
時
は
、
契
約
書
の
定
め
に
よ
り
契
約
を
解
除
す
る
。

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要
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選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
一
号

　

平
成
二
十
二
年
九
月
二
日
現
在
に
お
け
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項

及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
並
び
に
第

七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に

要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
五
十
分
の
一
の
数

　
　

三
八
、
二
一
一

二　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
四
十
万
を
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

　
　

三
八
五
、
〇
九
一

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
分
の
一
の
数

 

 
青

葉

選

挙

区 

七
五
、
六
六
五 

 
岩

沼

選

挙

区 

一
一
、
八
〇
二　
　
　

 

 
宮

城

野

選

挙

区 

四
九
、
九
一
九 

 
登

米

選

挙

区 

二
三
、
七
八
七　
　
　

 

 
若

林

選

挙

区 

三
五
、
一
九
六 

 
栗

原

選

挙

区 

二
一
、
六
九
八　
　
　

 

 
太

白

選

挙

区 

五
九
、
一
六
二 

 
東

松

島

選

挙

区 

一
一
、
六
一
七　
　
　

 

 
泉

選

挙

区 

五
六
、
六
九
八 

 
大

崎

選

挙

区 

三
七
、
〇
六
一　
　
　

 

 
石
巻
・
牡
鹿
選
挙
区 

四
七
、
八
九
八 

 
柴

田

選

挙

区 

二
三
、
〇
八
五　
　
　

 

 
塩

釜

選

挙

区 

一
六
、
〇
九
七 

 
亘

理

選

挙

区 

一
四
、
五
〇
八　
　
　

 

 
気

仙

沼

選

挙

区 

二
〇
、
七
八
二 

 
宮

城

選

挙

区 

一
三
、
二
七
〇　
　
　

 

 
白
石
・
刈
田
選
挙
区 

一
四
、
七
〇
八 

 
黒

川

選

挙

区 

二
二
、
五
四
七　
　
　

 

 
名

取

選

挙

区 

一
九
、
一
八
一 

 
加

美

選

挙

区 

九
、
三
八
五　
　
　

 

 
角
田
・
伊
具
選
挙
区 

一
三
、
三
八
一 

 
遠

田

選

挙

区 

一
二
、
一
六
七　
　
　

 

 
多
賀
城
・
七
ヶ
浜
選
挙
区 

二
二
、
三
四
九 

 
本

吉

選

挙

区 

四
、
八
九
一　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
二
号

　

平
成
二
十
二
年
九
月
二
日
現
在
に
お
け
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律

第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
四
十
万
を
超
え

る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　
　

三
八
五
、
〇
九
一

 
監
査
委
員
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〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
８
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
４
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
公
営
企
業
会
計
の
定
期
監
査

の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
22年

９
月
10日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
内
　
　
海
　
　
　
　
　
太
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
　々
　木
　
　
敏
　
　
克
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

記

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
年
月
日
並
び
に
事
業
概
要
等

　
　
別
紙
の
と
お
り

２
　
監
査
結
果

　
平
成
21年

度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第

14項
及
び
第
15項

の
規
定
の
趣
旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に

注
意
を
し
ま
し
た
。

　
�
　
企
業
局
公
営
事
業
課
（
水
道
経
営
管
理
室
）

　
　
イ
　
受
託
工
事
収
益
及
び
雑
収
益
に
お
い
て
，
不
適
切
な
事
務
処
理
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
さ
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

�
　
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
業
に
お
い
て
，
古
内
跨
道
橋
耐
震
補
強
受
託
工
事
に
係
る
受
託
工
事
収
益
を

二
重
計
上
し
た
も
の
。
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�
　
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
業
の
消
費
税
の
精
算
処
理
に
お
い
て
，
雑
収
益
の
計
上
誤
り
が
認
め
ら
れ
た

も
の
。

ロ
　
営
業
未
収
金
の
残
高
に
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
す
る
と
と
も
に
，
未
収
金
の
管
理
を
適
正
に
行
い

今
後
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
前
回
監
査
に
お
い
て
，
特
定
さ
れ
な
い
未
収
金
が
認
め
ら
れ
，
平
成
18年

度
分
収
益
の
計
上
漏
れ
（
調
定

漏
れ
）
が
要
因
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
も
の
の
，
未
収
金
残
高
が
修
正
さ
れ
ず
，
改
善
が
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
も
の
。

ハ
　
送
水
管
路
用
地
の
取
得
事
務
に
お
い
て
，
買
収
地
の
未
登
記
に
よ
り
，
権
利
関
係
に
問
題
が
生
じ
た
も
の
が

認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
さ
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
大
崎
広
域
水
道
事
務
所
に
お
い
て
，
昭
和
54年

に
買
収
し
た
送
水
管
路
用
地
が
未
登
記
で
あ
っ
た
た
め
，

第
三
者
に
売
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
。

　
�
　
大
崎
広
域
水
道
事
務
所

　
送
水
管
路
用
地
の
取
得
事
務
に
お
い
て
，
買
収
地
の
未
登
記
に
よ
り
，
権
利
関
係
に
問
題
が
生
じ
た
も
の
が
認

め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
さ
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
昭
和
54年

に
買
収
し
た
送
水
管
路
用
地
が
未
登
記
で
あ
っ
た
た
め
，
第
三
者
に
売
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
。

　
�
　
病
院
局
県
立
病
院
課

　
各
病
院
の
入
院
収
益
等
に
お
い
て
，
未
収
金
縮
減
努
力
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
，
な
お
過
年
度
未
収
金
が
認
め

ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き
収
納
促
進
及
び
未
収
金
の
発
生
防
止
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
平
成
21年

度
末
過
年
度
未
収
金
　
　
　
88,986,872円

（
こ
ど
も
病
院
を
含
む
病
院
計
）

　
　
　
参
考
：
前
年
度
末
過
年
度
未
収
金
　
　
91,696,524円

（
こ
ど
も
病
院
を
含
む
病
院
計
）

　
�
　
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー

　
入
院
収
益
等
に
お
い
て
，
未
収
金
の
縮
減
に
つ
い
て
努
力
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
，
な
お
過
年
度
の
未
収
金
が

認
め
ら
れ
た
の
で
，
未
収
金
の
縮
減
に
当
た
っ
て
は
，
医
事
部
門
の
み
な
ら
ず
，
院
内
職
員
が
互
い
に
連
携
し
，

組
織
と
し
て
収
納
促
進
と
未
収
金
の
発
生
防
止
対
策
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
平
成
21年

度
末
過
年
度
未
収
金
　
　
　
10,104,646円

　
　
　
参
考
：
前
年
度
末
過
年
度
未
収
金
　
　
10,853,461円

　
�
　
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

イ
　
入
院
収
益
等
に
お
い
て
，
過
年
度
の
未
収
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き
収
納
促
進
と
未
収
金
の
発
生

防
止
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
平
成
21年

度
末
過
年
度
未
収
金
　
　
　
54,169,181円

　
　
　
　
参
考
：
前
年
度
末
過
年
度
未
収
金
　
　
53,121,110円

　
　
ロ
　
医
業
外
収
益
の
計
上
等
に
お
い
て
，
不
適
切
な
事
務
処
理
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
さ
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�
　
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
使
用
料
等
に
お
い
て
，
算
定
漏
れ
等
が
認
め
ら
れ
た
も
の
。

　
　
　
　
�
　
精
神
保
健
福
祉
相
談
等
の
受
託
収
入
に
お
い
て
，
計
上
漏
れ
等
が
認
め
ら
れ
た
も
の
。

ハ
　
資
金
前
渡
金
の
精
算
及
び
返
納
手
続
き
が
遅
延
し
て
い
る
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ

う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
食
糧
費
，
自
賠
責
保
険
料
及
び
車
検
手
数
料
の
資
金
前
渡
金
の
精
算
及
び
返
納
手
続
き
が
遅
延
し
て
い
た

も
の
。

ニ
　
消
耗
品
等
の
購
入
に
お
い
て
，
不
適
切
な
事
務
処
理
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を

講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
消
耗
品
（
１
件
５
万
円
未
満
）
の
全
て
の
購
入
契
約
に
お
い
て
，
購
入
伺
に
決
裁
を
受
け
ず
に
発
注
し
て

い
た
も
の
。
ま
た
，
事
務
用
消
耗
備
品
（
１
件
５
万
円
以
上
10万

円
未
満
）
の
購
入
契
約
に
お
い
て
，
購
入

伺
が
作
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
�
　
が
ん
セ
ン
タ
ー

　
入
院
収
益
等
に
お
い
て
，
未
収
金
の
縮
減
に
つ
い
て
努
力
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
，
な
お
過
年
度
の
未
収
金
が

認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き
収
納
促
進
と
未
収
金
の
発
生
防
止
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
平
成
21年

度
末
過
年
度
未
収
金
　
　
　
20,258,278円

　
　
　
参
考
：
前
年
度
末
過
年
度
未
収
金
　
　
23,067,656円

別
紙

〇
宮
城
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日
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企
業
局
公
営
事
業
課
（
水
道
経
営
管
理
室
を
含
む
）　
平
成
22年

７
月
16日

　
　
大
崎
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
22年

６
月
11日

　
　
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
22年

６
月
９
日

２
　
事
業
概
要

　
　
本
事
業
は
，
市
町
村
の
水
道
事
業
に
対
し
水
道
用
水
を
供
給
す
る
も
の
で
，
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

３
　
事
業
実
績

　
　
平
成
21年

度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
（
自
　
平
成
21年

４
月
１
日
　
至
　
平
成
22年

３
月
31日

）　

〇
宮
城
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
（
水
道
経
営
管
理
室
を
含
む
）　
平
成
22年

７
月
16日

　
　
大
崎
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
22年

６
月
11日

　
　
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
22年

６
月
９
日

２
　
事
業
概
要

　
　
本
事
業
は
，
工
場
及
び
事
業
所
に
対
し
工
業
用
水
を
供
給
す
る
も
の
で
，
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

３
　
事
業
実
績

　
　
平
成
21年

度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
（
自
　
平
成
21年

４
月
１
日
　
至
　
平
成
22年

３
月
31日

）　

〇
宮
城
県
地
域
整
備
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日

事
業（
給
水
）

開
始
年
度

供
給
対
象
市
町
村

給
水
能
力

計
画
給
水
量

水
源

事
　
業
　
名

昭
和
55年
度

大
崎
市
, 栗
原
市
, 加
美
町
，

涌
谷
町
，
美
里
町
，
大
和
町
，

大
郷
町
, 富
谷
町
, 松
島
町
，

大
衡
村
 

（
10市

町
村
）

１
日
最
大

10万
　
1,150

�

１
日
最
大

12万
�

漆
沢
ダ
ム

南
川
ダ
ム

大
崎
広
域
水
道
事
業

平
成
２
年
度

仙
台
市
，
塩
竈
市
，
白
石
市
，

名
取
市
，角
田
市
，多
賀
城
市
，

岩
沼
市
，蔵
王
町
，大
河
原
町
，

村
田
町
，
柴
田
町
，
亘
理
町
，

山
元
町
，松
島
町
，七
ヶ
浜
町
，

利
府
町
，
富
谷
町

　
 

（
17市

町
）

１
日
最
大

27万
　
9,000

�

１
日
最
大

55万
　
3,300

�

七
ヶ
宿
ダ
ム

仙
南
・
仙
塩
広
域

水
道

事
業

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

決
　
　
算
　
　
額

給
水
量

事
　
業
　
名

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

当
年
度
純
利
益

事
業
費
用

事
業
収
益

千
円

千
円

千
円

千
円

千
�

大
崎
広
域

水
道
事
業

1,004,584
1,004,584

2,496,416
3,519,142

22,433

4,494,143
4,494,143

9,677,382
14,258,788

80,451
仙
南
・
仙
塩
広
域

水
道
事
業

5,498,727
5,498,727

12,173,798
17,777,930

102,884
合
　
　
計

（
注
）１
　
合
計
の
金
額
は
，
千
円
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
２
　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
を
含
む
が
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
を
除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額

で
あ
る
。

事
業（
給
水
）

開
始
年
度

給
　
　
水
　
　
区
　
　
域

給
水
能
力

水
源

事
　
業
　
名

昭
和
36年
度

仙
台
市
，
塩
竈
市
，
多
賀
城
市
，
七
ヶ
浜
町
，

利
府
町
，
大
和
町
，
富
谷
町
 
（
７
市
町
）

１
日
最
大

10万
�

大
倉
ダ
ム

仙
塩
工
業
用

水
道

事
業

昭
和
51年
度

仙
台
市
，
名
取
市
，
多
賀
城
市
，
七
ヶ
浜
町
，

利
府
町
  

（
５
市
町
）

１
日
最
大

10万
�

釜
房
ダ
ム

仙
台
圏
工
業
用

水
道

事
業

昭
和
55年
度

大
崎
市
，
加
美
町
，
大
和
町
，
大
衡
村

 
（
４
市
町
村
）

１
日
最
大

５
万
　
8,500

�
漆
沢
ダ
ム

仙
台
北
部
工
業
用

水
道

事
業

（
注
）　
上
記
以
外
に
，
仙
南
地
域
に
お
け
る
工
業
用
水
道
の
水
源
を
確
保
す
る
た
め
「
七
ヶ
宿
ダ
ム
」（
取
水
量

１
日
最
大
５
万
5,900

�
相
当
）
の
維
持
管
理
費
を
負
担
し
て
い
る
。

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

決
　
　
算
　
　
額

給
水
量

事
　
業
　
名

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

（
未
処
理
欠
損
金
△
）

当
年
度
純
利
益

事
業
費
用

事
業
収
益

千
円

千
円

千
円

千
円

千
�

仙
塩
工
業
用

水
道
事
業

745,723
112,073

606,105
721,238

12,134

750,422
27,039

335,406
364,810

14,370
仙
台
圏
工
業
用

水
道
事
業

　
　
△
 
1,189,843

82,472
404,228

498,444
7,339

仙
台
北
部
工
業
用

水
道
事
業

　
　
△
 
306,302

221,584
1,345,739

1,584,492
33,843

合
　
　
計

（
注
）１
　
合
計
の
金
額
は
，
千
円
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
２
　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
を
含
む
が
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
を
除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額

で
あ
る
。
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企
業
局
公
営
事
業
課
　
　
平
成
22年

７
月
16日

２
　
事
業
概
要

　
本
事
業
は
，
仙
台
港
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
及
び
他
会
計
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
事
業

を
行
っ
て
い
る
。

３
　
事
業
実
績

　
　
平
成
21年

度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
（
自
　
平
成
21年

４
月
１
日
　
至
　
平
成
22年

３
月
31日

）　

〇
宮
城
県
病
院
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日

　
　
病
院
局
県
立
病
院
課
　
　
　
　
　
　
平
成
22年

７
月
16日

　
　
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー
　
　
平
成
22年

６
月
11日

　
　
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
平
成
22年

６
月
10日

　
　
が
ん
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
22年

６
月
10日

２
　
事
業
概
要

　
　
本
事
業
に
お
い
て
経
営
す
る
病
院
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

３
　
事
業
実
績

　
　
平
成
21年

度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
（
自
　
平
成
21年

４
月
１
日
　
至
　
平
成
22年

３
月
31日

）　

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

決
　
　
算
　
　
額

事
　
業
　
名

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

（
未
処
理
欠
損
金
△
）

当
年
度
純
利
益

（
損
　
失
　
△
）

事
業
費
用

事
業
収
益

千
円

千
円

千
円

千
円

　
　
　
△
 

564,776
 

188,497
258,841

448,586
地
域
整
備
事
業

（
注
）１
　
金
額
は
，
千
円
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
２
　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
を
含
む
が
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
を
除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額

で
あ
る
。

開
始
年
月
日

診
療

科
目

病
床

数
病
　
院
　
名

昭
和
27年

12月
15日

（
平
成
15年

４
月
１
日

瀬
峰
病
院
か
ら
改
称
）

呼
吸
器
科
，
消
化
器
科
，
循
環
器

科
，
呼
吸
器
外
科
，
心
臓
血
管
外

科
，
放
射
線
科
，
麻
酔
科
 

 
（
７
科
）

200床
（
一
般
病
床
　
150床

）
（
結
核
病
床
　
 50床

。
う
ち
感
染
制
御
病
床
８
床
）

循
環
器
・
呼
吸
器

病
セ
ン
タ
ー

昭
和
32年

４
月
12日

（
平
成
15年

４
月
１
日

名
取
病
院
か
ら
改
称
）

精
神
科
，
神
経
科
，
歯
科
（
３
科
）

345床
（
精
神
病
床
。
う
ち
精
神

科
救
急
病
床
８
床
）

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

平
成
５
年
４
月
１
日

（
昭
和
42年

４
月
１
日

～
平
成
５
年
３
月
31日

 

内
科
，
呼
吸
器
科
，
消
化
器
科
，

外
科
，
整
形
外
科
，
形
成
外
科
，

脳
神
経
外
科
，
泌
尿
器
科
，
婦
人

383床
（
一
般
病
床
。
う
ち
緩
和

が
ん
セ
ン
タ
ー

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

決
　
　
算
　
　
額

外
来
患
者
数

（
延
）

入
院
患
者
数

（
延
）

病
　
院
　
名

当
年
度
未
処
分

利
益
剰
余
金

（
未
処
理
欠
損
金
△
）

当
年
度
純
利
益

（
損
　
失
　
△
）

事
業
費
用

事
業
収
益

千
円

千
円

千
円

千
円

人
人

循
環
器
・
呼
吸

器
病
セ
ン
タ
ー

△
 2,907,322

△
 106,656

3,179,334
3,117,028

34,480
32,711

2,289,153
281,885

2,543,200
2,836,618

41,601
87,132

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

△
 
761,262

 
71,740

7,867,229
8,037,744

　
72,188

　
108,188

が
ん
セ
ン
タ
ー

△
 1,679,333

△
 154,428

194,889
40,499

－
－

県
立
病
院
課

△
 3,058,764

 
 
92,541

13,784,652
14,031,889

148,269
228,031

合
　
　
計

（
注
）１
　
合
計
の
金
額
は
，
千
円
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
２
　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
を
含
む
が
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
を
除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額

で
あ
る
。

　
　
３
　
県
立
病
院
課
に
お
け
る
費
用
に
つ
い
て
は
，
各
セ
ン
タ
ー
へ
の
配
分
は
行
っ
て
い
な
い
。

成
人
病
セ
ン
タ
ー
）

科
，
眼
科
，
耳
鼻
い
ん
こ
う
科
，

放
射
線
科
，
麻
酔
科
 
（
13科

）
ケ
ア
病
床
25床

）


